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施
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施
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…
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す
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平 成 年
月 日

（金曜日）

〃

〃

〃

〃

一

区
域
の
名
称

南
岩
国
町
二
丁
目

地
区

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地

号
と
十
四
号
を
結
ん
だ
線
に

市

名

町

岩

国

市

南

岩

国

町

二

告

山
口
県
告
示
第
百
八
十
三
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十

第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号

ク
中
「
特
定
粉
じ
ん
排
出
者
」

施
工
者
」
を
加
え
、
「
特
定
工

事
の
現
場
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十

山
口
県
規
則
第
三
十
一
号

山
口
県
事
務
委
任
規
則

山
口
県
事
務
委
任
規
則
（
昭

す
る
。

六
二
五
の
一

六
二
五
の
一

に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
四
号

囲
ま
れ
た
区
域

名

地

番

丁

目

六
二
六
の
一
地
先

示

害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
次

日

山
口

オ
中
「
第
十
八
条
の
十
八
」
を
「

の
下
に
「
若
し
く
は
解
体
等
工
事

事
の
場
所
」
を
「
解
体
等
工
事
に

年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

日

山
口

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

和
四
十
四
年
山
口
県
規
則
第
二
十

一

二
号

三
号

ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱

標

柱

番

号

一
号

四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第

の
区
域
を
指
定
す
る
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

第
十
八
条
の
十
九
」
に
改
め
、
同

の
発
注
者
若
し
く
は
受
注
者
、
自

係
る
建
築
物
等
若
し
く
は
解
体
等

県
知
事

村

岡

嗣

政

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

一 三 号主工 正

規

則

告

示



平

定

成 年 月 日 金曜日

一二三

山 口

（
一特

り
特同

月
八

覧
に

（定期）県 報

〃〃〃

第 号

〃〃〃〃〃〃〃〃

地
域
社
会
資
源
を
活
用
し
た
循
環

住
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、
高
齢

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
五
月
八
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

ゆ

代

表

者

の

氏

名

瀧

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岩

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

七
九
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認

項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
五
号

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活

供
し
ま
す
。

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日

〃〃〃

公
〃〃〃〃〃〃〃〃

型
地
域
社
会
の
創
造
を
目
指
し

者
、
障
害
者
等
の
生
活
の
自
立

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

う
ま
ー
る

山

進

国
市
由
宇
町
神
東
六
一
九
番
地

設
立
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一

証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。

、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ

部
県
民
生
活
課
及
び
山
口
県
岩

山
口
県
知

二
八
五
の
二

六
二
七
の
二
地
先

六
二
六
の
二

告

六
二
五
の
一

六
二
七
の
一

六
二
七
の
一

六
二
七
の
一

六
二
八

二
七
一
の
一

二
七
〇
の
一
地
先

二
八
一
の
四
地
先

、
地
域
の
活
性
化
や
若
者
等
の

を
支
え
る
活
動
を
行
い
、
不
特

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

の
四

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

る
書
類
は
、
平
成
二
十
六
年
七

国
県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の
縦

事

村

岡

嗣

政

十
二
号

十
三
号

十
四
号

四
号

五
号

六
号

七
号

八
号

九
号

十
号

十
一
号

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
柳
井

二

作
業
の
地
域

下
関
市
及
び
下
松
市

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

（
一
八
二
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

（
一
八
一
）
基
本
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十

一

作
業
の
種
類

基
本
測
量
（
国
土
調
査
に

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十

一

農
地
中
間
管
理
機
構
の
名

公
益
財
団
法
人
や
ま
ぐ
ち

二

事
業
の
種
類

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進

定
多
数
の
人
々
の
利
益
の
増

育
成
に
資
す
る
こ
と
に
よ
り

与
す
る
こ
と
。

（
一
八
〇
）
農
業
経
営
基
盤
強

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法

り
、
事
業
規
程
を
次
の
と
お
り

市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量

か
ら
平
成
二
十
七
年
一
月
三
十
一

の
終
了

律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条

律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第

り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

日

山
口

伴
う
基
準
点
測
量
）

日

山
口

称農
林
振
興
公
社

法
第
七
条
各
号
に
掲
げ
る
事
業

進
に
寄
与
す
る
こ
と
及
び
防
災
・

、
人
々
が
活
き
活
き
と
安
全
で
健

化
促
進
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定

（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五

承
認
し
ま
し
た
。

の
実
施
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が

日
ま
で

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通

知
が
あ
り
ま
し
た
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

県
知
事

村

岡

嗣

政

防
犯
や
環
境
保
護
と
子
ど
も
の
健

や
か
に
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り
に

に
よ
る
承
認

号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

二

あ 条 省 全寄よ

公

告



平成

七

年 月 日 金曜日

式
三四五六

山 口 県

次
一二

（定期）報

三公

第 号

り
ま

一二

三
千
百
八
十
四
万
九
千
二
百
円

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理

ス
ク
ー
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
二
一
ネ

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の

株
式
会
社

東
京
都
新

契
約
金
額

契
約
の
締
結

の
と
お
り
随
意
契
約
の
方
法
に
よ

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び

教
育
庁
高
校
教
育
課

山
口
市
滝

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及

柳
井
市

作
業
の
期
間

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
五
日
か

教

育

委

告
し
た
。

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
空
中
写
真
測
量
）

作
業
の
地
域

由 ッ
ト
ワ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
運
用
保

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

宿
区
西
新
宿
二
丁
目
三
番
二
号

り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

山
口
県
知

所
在
地

町
一
番
一
号

び
数
量

ら
平
成
二
十
六
年
四
月
三
十
日

員

会

山
口
県
知

守
・
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
業
務

一

事

村

岡

嗣

政

ま
で

事

村

岡

嗣

政

第
二
条
第
二
項
の
表
中
「
仮

び
質
問
票
」
を
加
え
、
「
第
十

山
口
県
道
路
交
通
規
則
の
一

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十

山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第

山
口
県
道
路
交
通
規
則

山
口
県
道
路
交
通
規
則
（
昭

に
改
正
す
る
。

山
口
県
公
安
委
員
会
の
事
務

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

第
三
条
中
第
五
号
を
第
六
号

五

免
許
の
効
力
の
停
止
の

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六

山
口
県
公
安
委
員
会
の
事
務

る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十

山
口
県
公
安
委
員
会
規
則
第

山
口
県
公
安
委
員
会
の

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条

八

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣

公

安
運
転
免
許
申
請
書
」
及
び
「
規
定

八
条
の
二
の
二
第
二
項
」
を
「
第

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

日
六
号

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

和
四
十
七
年
山
口
県
公
安
委
員
会

の
委
任
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四

改
正
す
る
。

と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号

解
除

年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

の
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

日
五
号

事
務
の
委
任
に
関
す
る
規
則
の
一

又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特

第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

政
委

員

会

三

に
よ
る
更
新
申
請
書
」
の
下
に
「

十
八
条
の
二
の
三
第
二
項
」
に

布
す
る
。

山
口
県
公
安
委
員
会

規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

十
二
年
山
口
県
公
安
委
員
会
規
則

を
加
え
る
。

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

山
口
県
公
安
委
員
会

部
を
改
正
す
る
規
則

例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政

及改 う 第 す 令

教

育

委

員

会

公

安

委

員

会



平成 年 月 日 金曜日

第
七

に
改第別

る
す

「処

山 口 （定期）県 報

「

第 号

め
、

「

項
中
「
運
転
免
許
証
の
更
新
期
間

め
る
。

二
十
五
条
第
一
項
中
「
第
十
一
号

「免

記
第
十
六
号
様
式
の
二
中

習
講

月
６ 免

を
「

習
講

者
分

処
消

取

」

」

前
効

失
は

又
前

分

」
に
、
「

り
は

四

法
第
百
七
条
の
七
第
二
項
の
規

申
請
書

五

府
令
第
十
八
条
の
五
の
限
定
解

動
機
付
自
転
車
の
運
転
に
つ
い
て

場
合
を
除
く
。
）

六

府
令
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定

更
届

六
の
二

府
令
第
二
十
一
条
第
一
項

付
申
請
書

付
申
請
書

五

府
令
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規

書
六

府
令
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項

新
期
間
前
に
お
け
る
免
許
証
更
新

二

法
第
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に

び
質
問
票

三

法
第
百
一
条
の
二
第
一
項
の
規

質
問
票

同
条
第
三
項
の
表
中
「
限
る
。
）

二

法
第
百
七
条
の
七
第
二
項
の
規

申
請
書

三

府
令
第
十
八
条
の
五
の
限
定
解

動
機
付
自
転
車
の
運
転
に
つ
い
て

場
合
を
除
く
。
）

四

府
令
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定

更
届

四
の
二

府
令
第
二
十
一
条
第
一
項

前
に
お
け
る
免
許
証
更
新
申
請

」
を
「
第
十
二
号
」
に
改
め
る

え
超

を
消

取
の

許
拒

の
許

運
の

等
車

動
自

の
間

期
る

に
、
「

欄
け

付
り

は

」
を
「

る
け

付

付
貼

」
を
「

る
け

付
り

貼

」

定
に
よ
る
国
外
運
転
免
許
証
交
付

除
審
査
申
請
書
（
自
動
車
及
び
原

の
必
要
な
技
能
の
審
査
を
受
け
る

に
よ
る
運
転
免
許
証
記
載
事
項
変

の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
証
再
交

」

定
に
よ
る
運
転
免
許
証
更
新
申
請

の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
証
の
更

申
請
書

」

よ
る
運
転
免
許
証
更
新
申
請
書
及

定
に
よ
る
特
例
更
新
申
請
書
及
び

」
の
下
に
「
及
び
質
問
票
」
を

定
に
よ
る
国
外
運
転
免
許
証
交
付

除
審
査
申
請
書
（
自
動
車
及
び
原

の
必
要
な
技
能
の
審
査
を
受
け
る

に
よ
る
運
転
免
許
証
記
載
事
項
変

の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
証
再
交

書
」
を
「
特
例
更
新
申
請
書
」

。転
対
に
者
た

け
受

を
し 否

欄
け

止
禁

の

」
に
、
「

前
分

処

」
を

に
改
め
る
。

に
改
め
、
同
条
第
五
項
及
び

加
え
、

を

」

第
一
項
の
項
中
「

の
前

間
期

新
更

に
改
め
、
同
表
第
百
一
条
第
一

百
一
条
第
三
項
の
項
の
次
に
次

別
表
第
一
の
六
十
八
の
表
中

「

程

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限

員
会
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を

別
表
第
一
の
六
十
八
の
表
第

に
び
並

」
に
改
め
、
同
項
の
次

別
表
第
一
の
六
十
八
の
表
第

山
口
県
公
安
委
員
会
規
程
第

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十

山
口
県
公
安
委
員
会
の

別
記
第
十
七
号
様
式
中
「

効
者
る
す
と

う
よ

特
許

免

に
者

に
、
「

者
分

処
り

は

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六

規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

申
の

新
更

の
証

許
免

転
運

請

」

項
の
項
中
「

理
受
の

」
を
「

質
び

及

の
よ
う
に
加
え
る
。

を
「

に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

八
十
九
条
第
一
項
の
項
中
「

理
受

の

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

八
十
九
条
第
二
項
の
項
中
「第

条

二
号

に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す

日権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に

と
う

よ
け

受
を

新
更

の
証

欄
け

付

者
効

失
定

者
る
す

」
を
「

欄
け

付
貼

」
に

年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

す
る
。

」を
「

質
び

及
書

請
申

新
更

例
特

理
受

の
票

問

問

」
に
改
め
、
同
表

に
改
め
、
同
表
第
百
一
条
の

る
規
程
（
平
成
元
年
山
口
県
公
安

び
及

」
を
「

２
第

理
受

の
票
問

質
び

及

項

」
を
「第

項
３

第
条

る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
口
県
公
安
委
員
会

関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

「

け
受

を
新
更

の
証

許
免

を

に
失

定
特

」

消
取

定
特

改
め
る
。

だ
し
、
第
二
十
五
条
第
一
項
の
改

四

第二 委」 を規 正



平成

別

年 月 日 金曜日

び
並

別
め
、

山 口 県

別
六
項

項
８

の
五

表
第別

（定期）報

第
三

第 号
票

」別
「

表
第
二
の
三
十
一
の
表
中

に

」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の

表
第
二
の
三
十
一
の
表
第
百
一
条

同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

表
第
一
の
六
十
八
の
表
第
百
三
条

及
び
第
百
七
条
の
五
第
九
項
の
項

」
に
改
め
、
同
表
第
百
四
条
の
二

第
四
項
の
項
中
「第

の
２

の
条

百
七
条
第
二
項
の
項
の
次
に
次
の

表
第
二
の
三
十
一
の
表
第
八
十
九

」

項
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う

表
第
一
の
六
十
八
の
表
中

を

よ
う
に
加
え
る
。

第
一
項
の
項
中
「

理
受

の

」
を

。 第
三
項
〔
準
用
〕
第
百
三
条
第

中
「第
項

６
第

３
の

２
の

条

第
二
項
〔
準
用
〕
第
百
四
条
の

項
５

第
３

」
を
「第

２
の

条

よ
う
に
加
え
る
。

条
第
一
項
の
項
中
「

び
及

理
受

の

」

る
。

に
加
え
る
。

に
「

理
受

の
票

問
質

び
及

」
に
改

五
項
、
第
百
四
条
の
二
の
三
第

」
を
「第

第
３
の

２
の

条

二
の
三
第
五
項
及
び
第
百
七
条

項
７

第
３
の

」
に
改
め
、
同

」
を
「

理
受
の

票
問

質
び

及

改
め
、
同
表
第
百
一
条
の
四

氏

名

住 監

査

山
口
県
監
査
委
員
告
示
第
一

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二

る
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十

別
表
第
二
の
三
十
一
の
表
第

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
六

別
表
第
二
の
三
十
一
の
表
中

「

」

第
二
項
の
項
の
前
に
次
の
よ
う

」

第
一
項
の
項
中
「

票

の
前

間
期

新
更

」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次

所

委

員

号
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五

の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
当
該
者

日 百
七
条
第
一
項
の
項
の
次
に
次
の

年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

を
「

に
加
え
る
。

を
「

申
の

新
更

の
証

許
免

転
運

請

」

の
よ
う
に
加
え
る
。

五

山
口
県
監
査
委
員

期

間

十
二
条
の
三
十
二
第
二
項
に
規
定

が
当
該
事
務
を
補
助
で
き
る
期

よ
う
に
加
え
る
。

」
に
改
め
、
同
表
第
百
四
条
の

」
に
改
め
、
同
表
第
百
一
条
の

を
「

質
び

及
書

請
申

新
更

例
特

問

す間 四 二

監

査

委

員



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 金曜日 山 口 （定期）県 報

寺
田

第 号

田
中

古
林

品
川

森
永

河
口

村
田十

六
年
五
月
三
十
日
印
刷

十
六
年
五
月
三
十
日
発
行

寛

山
口
市
宮
野
下
七
九
の

博
之

下
関
市
形
山
み
ど
り
町

照
己

下
松
市
北
斗
町
三
番
一

充
洋

岩
国
市
今
津
町
四
丁
目

〇
二
号

晃
仁

光
市
虹
ケ
浜
三
丁
目
一

号

雅

宇
部
市
大
字
東
須
恵
六

治
子

山
陽
小
野
田
市
大
字
東

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

四

〃

六
番
六
号

平
成
二
十

十
七
年
三

一
一
〇
三
号

〃

一
六
番
五

一
三

〃

番
二
〇

五
〇
三

〃

五
三
の
六

〃

高
泊
四
一
二
の
一

〃

庁事
六
年
五
月
三
十
日
か
ら
平
成
二

月
三
十
一
日
ま
で

六


